
議題５．定款の改正について（要点）（案） 
 
１．会員種別の変更 

  １）正会員Ｃの削除（旧第６条第３号） 

    現在の本会の実態に合わせて削除した。 

  ２）正会員Ａ及びＢの区分の明確化（第６条第１号－第２号） 

    近年、保健・医療関係以外の加盟申請が続き、正会員ＡとＢの区分に混乱が生じ

ていたため、大学の機関は全てＡとして、区分を明確にした。 

２．役員（会長）選出方法の改正（第１２条第１号） 

  会長も選任対象者として明記した。 

３．会議の種類を個別に記載（第２４条～第４４条） 

  現行規程の「会議」を、「総会」（第２４条～第３４条）と「理事会」（第３５条～第４

４条）に区分して、個別に表記した。 

４．評議員会を会議から削除（第２３条及び第２４条以下を参照） 

  会長の諮問機関のため、会議から分離して別章とした。 

５．総会の権能の改正（第２６条第５号及び第８号） 

  １）現行規程では理事会の権能である「借入金」に関する決議を総会の決議事項とし

た。 

  ２）規程上は理事会の権能であったが、実際には総会に諮っていた「事業計画及び予

算」にかかる事項を追加した。（理事会の権能から削除）（第５５条＝旧第４７条） 

６．監事の職務の変更（第１４条第４項第５号） 

  監事の職務として規定していた「理事会の招集」を削除した。 

７．「部会」を新設（第２２条） 

  現状に合わせて新設した。 

８．理事会の議決（第４２条） 

  理事会の議事は、「出席した理事の過半数をもって決し」を、「理事総数の過半数をも

って決し」に変更した。 

９．「章」建ての改正 

  「章」建てを以下のとおりとした。 
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１０．表記の修正と統一及び区分 

  複数個所に現れる表記は簡略化すると共に、記述の統一を図った。 

  また、規程の制定者と手順を可能な限り明記した。 

  （例：「○○の議を経て、・・・」「○○の議決を経て、・・・」） 

 

 

 
注記） 
 第６条の改正により、正会員Ｂから正会員Ａに移動する会員の年会費は「入会及び退会

に関する細則」に従って変更となるが、その適用は平成２４年度会費からとする。



 


